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第４号議案 

芦屋市地域包括支援センターの職員に係る基準等を定める条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 芦屋市地域包括支援センターの職員に係る基準等を定める条例の一部を改正する条

例を別紙のように定める。 

平成２７年２月１７日提出 

                        芦屋市長 山 中  健    

提案理由 

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関

する法律による介護保険法の一部改正に伴い，関係条文を整理するため，この条例を

制定しようとするもの。 
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芦屋市条例第  号 

芦屋市地域包括支援センターの職員に係る基準等を定める条例の一部を改正す

る条例 

芦屋市地域包括支援センターの職員に係る基準等を定める条例（平成２６年芦屋市

条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第１１５条の４６第４項」を「第１１５条の４６第５項」に改める。 

附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 
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参 照  

芦屋市地域包括支援センターの職員に係る基準等を定める条例の一部改正要綱 

１ 改正の趣旨 

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律による介護保険法の一部改正に伴い，関係条文を整理するため，この

条例を制定しようとするもの。 

２ 改正の内容 

 条例で引用する介護保険法の条項「第１１５条の４６第４項」を「第１１５条の

４６第５項」に改める。（第１条関係） 

３ 施行期日 

公布の日 


